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【議案補充説明】 

 

１ 議案第４号 令和６年度三重県一般会計予算（環境生活部関係） 

 

 （単位：千円、％） 

施策 
番号 

施策名 
令和５年度 
当初予算額 

令和６年度 
当初予算額 

差引増減額 増減率 

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ (Ｂ-Ａ)/Ａ 

3-2 交通安全対策の推進 59,094  74,299  15,205  25.7  

3-3 消費生活の安全確保 70,354  72,724  2,370  3.4  

4-1 脱炭素社会の実現 
  【1,004,874】 【105,968】  【11.8】 

898,906 985,074        86,168      9.6 

4-2 循環型社会の構築 1,102,811  839,666  ▲ 263,145  ▲ 23.9  

4-4 生活環境の保全 561,798  911,209  349,411  62.2  

12-1 
人権が尊重される社会づく
り 

426,420  703,328  276,908  64.9  

12-2 
ダイバーシティと女性活躍
の推進 

      68,847 66,214 ▲ 2,633 ▲ 3.8 

12-3 多文化共生の推進 96,376   86,033   ▲ 10,343  ▲ 10.7   

16-1 文化と生涯学習の振興 2,618,839    4,135,392  1,516,553      57.9 

当部主担当施策 計 
 【7,893,739】 【1,990,294】 【33.7】 

   5,903,445    7,873,939      1,970,494 33.4 

(1-2) 地域防災力の向上 8,538  8,847  309  3.6  

(3-1) 犯罪に強いまちづくり 6,988  7,449  461  6.6  

(3-4) 
食の安全・安心と暮らしの衛
生の確保 

390  374  ▲ 16  ▲ 4.1  

(11-4) 
水の安定供給と土地の適正
な利用 

2,021,313  1,375,269  ▲ 646,044  ▲ 32.0  

(14-5) 
誰もが安心して学べる教育
の推進 

0  900  900  皆増  

(14-6) 
学びを支える教育環境の整
備 

5,488,675  5,589,524  100,849  1.8  

(15-1) 
子どもが豊かに育つ環境づ
くり 

2,986,601  3,397,694  411,093  13.8  

（行政運
営 1） 

総合計画の推進 67,090  77,619  10,529  15.7  

他部主担当施策 計 10,579,595  10,457,676  ▲ 121,919  ▲ 1.2  

施策外 人件費等 2,524,807  2,487,882  ▲ 36,925  ▲ 1.5  

環境生活部 合計 
 【20,839,297】 【1,831,450】 【9.6】 

19,007,847   20,819,497     1,811,650      9.5 

※ 施策番号の（  ）は、他部が主担当の施策です。 

 「人件費等」は、人件費・交際費・企画調整費など施策外の事業の計です。 

 令和６年度当初予算額の上段【 】は、令和５年度２月補正予算含みベースです。 
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【議案補充説明】 

 

令和６年度当初予算 債務負担行為（環境生活部関係） 

【新規】                                （単位：千円） 

 事     項 期    間 限度額 

１ 
人権センター空調用冷温水発生機更新修

繕工事に係る契約 
令和７年度 138,320 

２ 
三重県総合文化センター等の指定管理に

係る協定 
令和６年度～令和 11 年度 6,936,436 

３ 
総合文化センターエスカレーター改修に

係る契約 
令和６年度～令和７年度 112,222 

４ 
総合文化センター受変電設備等改修工事

に係る契約 
令和７年度 10,100 

５ 
総合文化センター大・中ホール舞台機構

改修に係る契約 
令和７年度 372,922 

６ 
博物館情報システム更新及び運用保守業

務に係る委託契約 
令和７年度～令和 11 年度 70,290 

７ 美術館展示ケース更新に係る契約 令和７年度～令和 14 年度 158,805 

８ 
美術館「収蔵品による企画展（仮称）」

開催に係る契約 
令和６年度～令和７年度 660 

９ 
三重県水道広域化推進プラン等の検討業

務委託に係る契約 
令和７年度 30,000 

10 
環境危機対応分析機器保守点検業務委託

に係る契約 
令和６年度～令和 13 年度 31,069 

11 
産業廃棄物試験研究分析機器保守点検業

務委託に係る契約 
令和７年度～令和 11 年度 4,200 
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【議案補充説明】 

 

指定管理者制度活用の方針 

 

１ 指定管理者制度を活用（更新）する施設 

  次の４施設について、債務負担行為を設定のうえ令和７年４月１日から指定管

理者制度を活用するにあたり、指定に必要な手続きを行います。 

〇三重県総合文化センター（図書館を除く。以下「総合文化センター」という。） 

〇三重県立図書館（以下「図書館」という。） 

〇三重県立美術館（以下「美術館」という。） 

〇三重県総合博物館（以下「総合博物館」という。） 

 

２ 指定管理者制度の活用にあたっての基本的事項 

（１）指定管理者制度活用の目的（期待する効果） 

総合文化センター、図書館、美術館、総合博物館を一体的に管理し、民間が持

つ知恵や豊富な知識などを効果的に活用することで、県民サービスの向上および

経費の削減を図るとともに、県の施策の実現をめざします。 

各施設が相互に連携強化を図り、県民の皆さんが学び、体験し、交流する場と

なるよう、本県における文化活動の拠点としての機能の一層の強化に取り組みま

す。 

なお、各施設における基本的事項は、別紙２「各施設個別の基本的事項」のと

おりです。 

（２）指定管理者が行う業務の範囲（業務内容、要求水準、成果目標等） 

指定管理者が行う業務の具体的な内容は、次のとおりです。 

なお、指定管理者が業務を遂行するにあたり、県民に提供するサービスの水準

を確保するため、業務区分ごとに具体的な「要求水準」を定め、また、業務の質

の向上を図るため、「成果目標」を定めます。 

 

項    目 
総合文化 

センター 
図書館 美術館 

総合 

博物館 

事業の実施に関する業務 〇    

施設および設備の維持管理に 

関する業務 
〇 〇 〇 〇 

広報等に関する業務 〇 
〇 

（一部のみ） 

〇 

（一部のみ） 

〇 

（一部のみ） 

施設の利用許可等に関する業務 〇  
〇 

（一部のみ） 
 

利用料金の収受等に関する業務 〇  
〇 

（一部のみ） 
 

 

別紙１ 
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【議案補充説明】 

 

 

（３）利用料金制採用の考え方 

指定管理者の民間的発想に基づく柔軟かつ機動性のある経営を引き出し、多様

な県民ニーズに対応できるサービス提供や効率的な施設運営をめざして、施設の

利用状況を勘案し、総合文化センターおよび美術館の施設利用にあたっては、利

用料金制（地方自治法第 244 条の２第８項の「利用料金」をいう。）を採用しま

す。 

なお、図書館においては、該当施設がないため、また、総合博物館および美術

館の一部の施設においては、主催事業で使用する頻度が高いため、利用料金制は

採用しません。 

（４）指定の期間 

本県における指定管理者の指定の手続き等に関して必要な事項を定めた「指定

管理者制度に関する取扱要綱」第４条イの規定に基づき、令和７年４月１日から

令和 12 年３月 31 日までの５年間です。 

 

３ 指定管理者の募集および選定等に関する事項 

（１）募集の方法 

総合文化センター、図書館、美術館および総合博物館が、それぞれの独自性を

発揮しながら、集積の利点を生かしてお互いの連携を強化し、一体的な管理・運

営を図ることにより、一層効果的な施設運営や広報、施設利用の利便性の向上を

目的として、指定管理者を公募により選定する予定です。 

（２）選定委員会の構成と委員選定の視点 

指定管理候補者の選定にあたり、選定過程や手続きの透明性・公正性を高めて

いくため、県職員以外の有識者等で構成する「三重県総合文化センター等指定管

理者選定委員会」を設置します。 

選定委員会は、学識、経験、男女比などを考慮した上、弁護士、税理士（又は

公認会計士）、経営に関する有識者、文化に関する有識者、県民代表者（公募に

より選定）など、計７名程度の委員で構成することを予定しています。 

（３）審査の方法および審査基準等の考え方 

選定委員会では、応募者から提出された事業計画書等についてヒアリングを実

施した上で、次の選定基準等に基づき総合的な審査を行います。 

県は、選定委員会の審査結果をふまえ、最適と認められる団体を指定管理者の

候補者として選定します。 

 

〔選定基準〕 

①事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。 

②事業計画の内容が、施設等の適切な維持管理を図ることができるものであるこ 

と。 

③事業計画の内容が、施設の効用を最大限発揮できるものであり、県民サービス 

の向上を図ることができるものであること。 
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【議案補充説明】 

 

④事業計画の内容が、施設等の管理に係る経費の縮減を図るものであること。 

⑤指定を受けようとする者が、事業計画に沿った管理を安定して行うために必要 

な人員および財政的基礎を有していること。 

なお、詳細な審査基準、配点については、選定委員会で決定します。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年７月～ 選定委員会の開催（審査基準・配点表等を決定） 

募集を開始（９月上旬まで） 

10 月  ９月定例月会議(環境生活農林水産常任委員会)で 

選定状況を報告 

10 月～11 月 

選定委員会による審査、指定管理候補者の決定 

11 月  11 月定例月会議へ指定管理者指定議案を提出 

12 月  環境生活農林水産常任委員会で議案補充説明 

令和７年１月    指定管理者の指定 

２月    指定管理者と協定を締結 

４月    指定管理者による管理を開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



各施設個別の基本的事項

総合文化センター（図書館を除く） 図書館 美術館 総合博物館

　総合文化センターは、県民の文化芸術活動および
生涯学習活動ならびに男女共同参画活動の促進に寄
与することを目的に設置した複合施設です。

　図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集・
整理・保存して、県民に図書等の貸出や地域に関す
る情報の提供、調査研究や学習の支援等に寄与する
ことを目的として設置した施設です。

　美術館は、三重にゆかりの深い作品をはじめとす
る美術作品等の鑑賞と学習の機会を県民に広く提供
し、県民がその鑑賞や創造をとおして、心の豊かさ
を醸成し、うるおいのある生活の充実など県民の文
化向上を図ることを目的として設置した施設です。

　総合博物館は、三重の自然ならびに歴史および文
化に関する資産を保全し、継承し、及び次代へ生か
すとともに、地域社会を支える人づくりおよび個性
豊かで活力ある地域づくりに貢献することを目的と
して設置した施設です。

　県民の文化芸術活動および生涯学習活動ならびに
男女共同参画活動の拠点としての機能を十分発揮す
るよう効率的・効果的な管理運営を行うこととしま
す。
　また、他の県立文化施設とともに、それぞれの役
割を担いつつ、集積の拠点等を生かして、互いの連
携を強化することとします。

　図書資料や情報の提供等の利用者および県民に対
する図書館サービスの提供や、読書活動の振興を担
う機関として、また、地域の情報拠点等として、そ
の機能を十分発揮するよう、効率的・効果的な管理
運営を行うこととします。
　また、他の県立文化施設とともに、それぞれの役
割を担いつつ、集積の拠点等を生かして、互いの連
携を強化することとします。

　三重県における美術分野のセンターとしての役割
を果たすと同時に、情報発信や地域文化育成の拠点
としての機能を十分発揮するよう、効率的・効果的
な管理運営を行うこととします。
　また、他の県立文化施設とともに、それぞれの役
割を担いつつ、集積の拠点等を生かして、互いの連
携を強化することとします。

　「ともに考え、活動し、成長する博物館」を基本
理念とし、県民・利用者の皆さんとともに三重の自
然と歴史、文化を探求し、守り伝え、生かしていく
ための博物館活動を展開していく拠点としての機能
を十分発揮するよう、効率的・効果的な管理運営を
行うこととします。
　また、他の県立文化施設とともに、それぞれの役
割を担いつつ、集積の拠点等を生かして、互いの連
携を強化することとします。

　指定管理者の民間的発想に基づく柔軟かつ機動性
のある経営を引き出し、県民サービスの提供や効率
的な施設運営をめざして利用料金制を採用します。

　利用できる施設がありません。 　指定管理者の民間的発想に基づく柔軟かつ機動性
のある経営を引き出し、県民サービスの提供や効率
的な施設運営をめざして利用料金制を一部の施設に
採用します。

　施設を直営で使用しているため、採用しません。

・　施設の名称　三重県総合文化センター
・　所在地　　　津市一身田上津部田1234番地
・　構造規模等　（三重県総合文化センター：
　　　　　　　　　図書館・文化会館・
　　　　　　　　　生涯学習センター・
　　　　　　　　　男女共同参画センター）
　　敷地面積　　62,224.9㎡
　　構造・規模　鉄骨鉄筋コンクリート造、
　　　　　　　　鉄筋コンクリート造、鉄骨造
　　延床面積　　46,305.8㎡

・　施設の名称　三重県立図書館
・　所在地　　　津市一身田上津部田1234番地
・　構造規模等　（三重県総合文化センター：
　　　　　　　　　図書館・文化会館・
　　　　　　　　　生涯学習センター・
　　　　　　　　　男女共同参画センター）
　　敷地面積　　62,224.9㎡
　　構造・規模　鉄骨鉄筋コンクリート造、
　　　　　　　　鉄筋コンクリート造、鉄骨造
　　延床面積　　46,305.8㎡
　　　　　　（図書館部分面積：5,332.0㎡）

・　施設の名称　三重県立美術館
・　所在地　　　津市大谷町11番地
・　構造規模等
　　　敷地面積　　24,403.80㎡
　　　構造・規模　鉄骨鉄筋コンクリート造、
　　　　　　　　　鉄筋コンクリート造、
　　　　　　　　　鉄骨造
　　　延床面積　　10,665.88㎡

・　施設の名称　三重県総合博物館
・　所在地　　　津市一身田上津部田3060番地
・　構造規模等
　　　敷地面積　　38,884㎡
　　　構造・規模　鉄骨鉄筋コンクリート造
　　　　　　　　　（一部を除く）・3階建て
　　　延床面積　　11,705㎡

成果目標 各施設

・総合文化センター来館者数（図書館を除く）
・総合文化センター来館者満足度
・総合文化センター貸施設利用率

　※上記目標数値については、過去の目標数
　　値・実績値をふまえて設定します。

・総合文化センター来館者満足度

　※上記目標数値については、過去の目標数
　　値・実績値をふまえて設定します。

・美術館貸施設利用率
・美術館来館者満足度（施設維持管理部分）

　※上記目標数値については、過去の目標数
　　値・実績値をふまえて設定します。
　

・総合博物館来館者満足度（施設維持管理部分）

　※上記目標数値については、過去の目標数
　　値・実績値をふまえて設定します。

指定管理者に支払
う施設管理経費の
上限額（消費税お
よび地方消費税を
含む）

事項

施設の設置目的
（役割）

施設運営の基本的
な方向性（運営方
針）

利用料金制採用の
考え方

施設の概要

(総合文化センター)

４，８１５，５２５千円

７年度 ９２０，８１７千円

８年度 ９４２，５２１千円

９年度 ９６２，０４５千円

１０年度 ９８３，７４０千円

１１年度 １，００６，４０２千円

(図書館)

４８９，９５２千円

７年度 ９１，４００千円

８年度 ９４，６４２千円

９年度 ９７，９３１千円

１０年度 １０１，２９７千円

１１年度 １０４，６８２千円

(美術館)

９６８，２７３千円

７年度 １８１，９５１千円

８年度 １８７，８９９千円

９年度 １９３，２９１千円

１０年度 １９９，４４０千円

１１年度 ２０５，６９２千円

(総合博物館)

６６２，６８６千円

７年度 １２５，０７７千円

８年度 １２８，７０２千円

９年度 １３２，４３１千円

１０年度 １３６，２６６千円

１１年度 １４０，２１０千円

(全体)

６，９３６，４３６千円

７年度 １，３１９，２４５千円

８年度 １，３５３，７６４千円

９年度 １，３８５，６９８千円

１０年度 １，４２０，７４３千円

１１年度 １，４５６，９８６千円

(指定管理期間)

令和７年度から令和11年度まで

別紙２

m051047
テキスト ボックス
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【議案補充説明】 

 

 

 

２ 議案第 61 号 令和５年度三重県一般会計補正予算（第１０号） 

（環境生活部関係） 

【一般会計】   （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 
補正後の 

予算額 

2 総務費 5 生活文化費 4,836,179 ▲ 131,932 4,704,247 

4 衛生費 6 環境保全費 5,896,584 ▲ 599,332 5,297,252 

10 教育費 8 私学振興費 8,543,493 ▲ 120,861 8,422,632 

合 計 19,276,256 ▲ 852,125 18,424,131 
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【議案補充説明】 

 

令和５年度三重県一般会計補正予算（第１０号）主要項目（環境生活部関係） 

 

【一般会計】                           （単位：千円） 

款 項 目 細事業名 
補正前 
の額 

補正額 
補正後の
予算額 

補正の概要 

総 

務 

費 

生
活
文
化
費 

総合文 
化セン 
ター費 

総合文化セ
ンター舞台
関連主設備
計画修繕等
事業費 

364,436 ▲ 28,164 336,272 中ホール調光設備改
修に係る所要額精査
による減額 

美術館 
費 

美術館管理
運営費 

237,093 ▲ 42,123 194,970 ＬＥＤ照明設備改修
工事に係る入札差金
などによる減額 

美術館展示
等事業費 

74,077 ▲ 14,200 59,877 展覧会開催に係る作 
品輸送委託の入札差 
金などによる減額 

斎宮歴 
史博物 
館費 

斎宮歴史博
物館管理運
営費 

280,642 ▲ 22,694 257,948 いつきのみや歴史体
験館空調設備取替工
事に係る入札差金な
どによる減額 

衛 

生 

費 

環
境
保
全
費 

環境総 
務費 
 

環境保全基
金積立金 

506,183 51,138 557,321 産業廃棄物税等の税
収見込み増などによ
る増額 

廃棄物 
対策費 

地域循環高
度化促進事
業費 

202,052 ▲ 59,754 142,298 県内の産業廃棄物排
出事業者等に対する
補助金の交付実績減
などによる減額 

環境修復後
の保全管理
事業費 

63,400 ▲ 34,340 29,060 行政代執行による環
境修復後のモニタリ
ング等業務の実績減
などによる減額 

環境指 
導費 

生活基盤施
設耐震化等
補助金 

 

1,492,098 ▲ 275,803 1,216,295 国の補正予算に対応
する事業について、一 
部の市町等が補助事 
業の実施を令和６年 
度に変更したことに
よる減額 

水道事業会
計支出金 

136,441 ▲ 41,801 94,640 水道改良事業の計画
変更に伴う事業費の
減による減額 

浄化槽設置
促進事業補
助金 

115,512 ▲ 31,859 83,653 市町等に対する補助
金の交付実績見込み
減による減額 
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【議案補充説明】 

 

衛 

生 

費 

環
境
保
全
費 

環境指 
導費 

脱炭素社会
推進事業費 

699,682 ▲ 14,606 685,076 調査検討業務に係る
委託料の執行見込み
減などによる減額 

県有施設脱
炭素化推進
事業費 

189,336 ▲ 136,838 52,498 県有施設への太陽光
発電設備等導入事業
に係る所要額の精査
による減額 

教 

育 

費 

私
学
振
興
費 

私学振 
興費 

私立高等学
校等教育費
負担軽減事
業費 

194,061 ▲ 15,978 178,083 対象生徒数の減に伴
う所要見込み減など
による減額 

私立高等学
校等就学支
援金交付事
業費 

2,673,085 ▲ 79,948 2,593,137 生徒に対する就学支
援金の所要見込み減
などによる減額 

三重県私立
学校物価高
騰対策支援
補助金 

82,120 ▲ 17,362 64,758 補助対象経費の実績
見込み減による減額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 目 細事業名 
補正前 
の額 

補正額 
補正後の
予算額 

補正の概要 
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【議案補充説明】 

 

令和５年度三重県一般会計補正予算（第１０号）繰越明許費（環境生活部関係） 

【追加】                             （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

2 総務費 5 生活文化費 総合文化センター管理運営費 73,745 

4 衛生費 6 環境保全費 水道指導監督費 113,136 

 

【変更】                              （単位：千円） 

款 項 事 業 名 
補正前の

額 
補正額 

補正後の

額 

4 衛生費 6 環境保全費 脱炭素社会推進事業費 578,653 31,425 610,078 
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